
表 附則 Rにおける火災被害制限 

安全機能 火災被害制限 

温態停止 中央制御室あるいは非常時制御室から温態停止を達成するのに

必要な装置の1つのトレインがエクスポージャー火災 1)を含む単

一の火災被害から免れなければならない。 

冷態停止 冷態停止するのに必要な 2 つのトレインがエクスポージャー火

災を含む単一火災により被害を受けることはあっても、1つのト

レインが所内の能力を用いて 72時間以内に修理されるようにそ

の被害は制限されなければならない。 

設計基準事故 設計基準事故の影響を軽減するために必要な両方の装置は単一

のエクスポージャー火災により被害を受ける可能性がある。 

 

1) エクスポージャー火災は、原位置、または一時所在可燃物が存在する所与の区域での火

災であり、同区域またはその隣接する区域にある安全にとって重要な SSCに影響を及ぼす

可能性を有するものである。こうした火災の影響(例えば煙、熱、引火)は、安全にとって重

要な SSCに悪影響を及ぼす可能性がある。 
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